
 

藤枝市議会基本条例の一部を改正する条例  

藤枝市議会基本条例（平成 26 年藤枝市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５条」を「第６条」に、「第６条－第９条」を「第７条－第１０条」

に、「第１０条―第１２条」を「第１１条―第１３条」に、「第１３条」を「第１

４条」に、「第１４条・第１５条」を「第１５条・第１６条」に、「第１６条」を

「第１７条」に、「第１７条―第２０条」を「第１８条―第２１条」に、「第２１

条」を「第２２条」に、「第２２条・第２３条」を「第２３条・第２４条」に改め

る。  

第２３条を第２４条とし、第２２条を第２３条とする。  

第９章中第２１条を第２２条とする。  

第８章中第２０条を第２１条とし、第１７条から第１９条までを１条ずつ繰り下

げる。  

第７章中第１６条を第１７条とする。  

第６章中第１５条を第１６条とし、第１４条を第１５条とする。  

第５章中第１３条を第１４条とする。  

第４章中第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１

条とする。  

第３章中第９条を第１０条とし、第６条から第８条までを１条ずつ繰り下げる。  

第２章中第５条の次に次の１条を加える。  

（通年議会）  

第６条  議会は、定例会の回数を年１回とし、会期を通年とします。  

２  常任委員会は、精力的に所管事務調査を行います。  

３  議会の会期を通年とする必要な事項は、別に定めます。  

附  則  

 この条例は、令和２年５月１日から施行する。  


